
れたる市民社会
一一引き延ばされた社会契約の結び直し一一

都築勉

概要

冷戦の終駕と湾岸戦争は日本の安全保障の考え方に転換を迫った.日本国憲法が掲げる

平和主義は日本の海外での武力行使を禁じているし，冷戦下であればアメリカはソ連や中

国に対抗するために自動的に日米安保体制の継続を図った.しかし今や日本に何ができる

かが問われるようになった.それはB本の市民社会が，自分たちが作る政府に何をさせる

かを改めて付託する社会契約の結び直しのチャンスを意味した.ときあたかも昭和天皇の

死去やバブル経済の崩壊により先行きが不透明になる中で，新しい市民社会の思想を創造

する試みにはさまざまな困難が伴った.湾岸戦争を経て，論壇では平和基本法ないしは安

全保障基本法を制定する提言がなされたが，世論はそれらを必ずしも十分には受けとめな

かった.政治の争点はむしろ内向きの政治改革として設定された.そして日米安保条約の

再定義が実現したとき，日米関係は再び非対称な形で固定されることになった.

キーワード

冷戦の終罵，湾岸戦争，政治改革，市民社会，社会契約

序.課題と視角

かつて 60年安保のさなかに，丸山巽男は民主主義擁護のスローガンを出すことが肝心

の安保問題から国民の自をそらすことになるのではないかという批判に答えて， I安保阻

止か民主主義闘争かという二者択一の問題提起がそもそもおかしい…権力にたいする国民

の安全感の問題として捉えれば，二つの日標は一致する」と述べた1) もとより丸山は安

1) 丸山異男他「現在の政治状況Jr世界j1960年8月号， 222-23貰.
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保問題が複雑微妙であることをよく承知していた.それに比べればともかく強行採決に反

対するという立場は単純明快だ、った.実際，強行採決が行われた 5月 19日を境に，反政

府行動の規模は拡大した.そして，それは戦後民主主義の運動の最大の資産となった.

多くの人が知るように，今日に至るも安保問題は複雑微妙である.日米安保条約はそも

そも日本の安全に寄与するのか.アメリカから見て片務的な関係を双務的なものに変える

こと，言い換えれば対等な軍事同盟にするということは何を意味するのか.日本の自主性

とは何か.アジア諸国の理解は得られるのか，等々.外交・防衛当局のみならず，論壇，

ジャーナリズムにおいてもなかなか結論は得られない.

第二次世界大戦において，日本国民はおのれの安全保障を政府に委ねることの大いなる

危殺を知った.戦争は国民に国家権力を容易に信じではならないことを教えたのである.

それが民主主義の原点の思想であることは言うまでもない.丸山が「権力にたいする国民

の安全感Jを問題にしたゆえんである.もともと政府を作るのは国民の安全を確保するた

めだが，ほかならぬその政府が国民の安全を侵害する場合がある.だから民主主義には終

わりはないし，それは平和主義の思想とも密接な関係を持たざるをえないのだ.この間の

を坂本義和は， I (軍国主義に一都築)だまされた国民の深い権力不信は，戦後日本に

自由主義が根づいていく起点をなしたJと見て， Iこのホッブス的自然状態に似た市民社

会，それが戦後の『焼け跡民主主義jの起点だったJとし， I平和主義を原点とする市民

の行動が，国家権力のコントロールという機能を，戦後一貫して果たしたJ(傍点，原文)

と述べている2)

内外の脅威から生命や財産の安全を得るために，市民が田氏となり，同意に基づいて政

府を形成するというのが社会契約説の要請である3) いつ，どこで，誰が契約を結ぶのか

という問題はもちろん存在する.しかしながら，事柄は権利問題であって必ずしも事実問

題ではない。すなわち，社会契約説は国家権力の存立根拠を示すものなのである.ここに

この学説が，国家創設の歴史的事実よりも，むしろ支配の正統性の物語を要求する理由が

ある O

ロパート・ベラーは，人が自己を見出すとは自分の人生の物語を見出すことであり，そ

2) 坂本義和 f栢対化の時代.] (岩波新書， 1997年) 144-45真.この部分の初出は「平和主義の逆説と構想」

として『世界.]1994年 7月号.

3) ロックによれば，人が協間体を作るのに同意する目的は， I彼らの所有権の事有を確保し，かっ協同体に

属さない者による侵害に対してより強い安全保時を確立し，彼らに安全，安楽かつ平和な生活を相互の関で

得させることにあるJ.鵜飼信成訳『市民政府論j(岩波文庫， 1968年) 100頁.また，ルソーによれば，社

会契約の意義は， I各構成員の身体と財産を，共同の力のすべてをあげて守り保護するような，結合のー形

式を見出すこと.そうしてそれによって各人が，すべての人々と結びつきながら， しかも自分自身にしか服

従せず，以前と同じように自由であることjに求められる.桑原武夫，前川貞次郎訳 f社会契約論.] (岩波

文庫， 1954年)29頁.
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れは彼が属するさまざまな共同体から与えられるという趣旨のことを繰り返し述べている.

それゆえ「真の共同体とは『記憶の共同体JJのことである4) ベラーの『破られた契約j

と f心の習慣jの二つの書物の翻訳が出たのは， 1980年代から 90年代にかけてのことだ

った.彼は各々の日本語訳に興味深い序文を寄せ，それらの中でアメリカ社会が現在「新

しい社会契約jの必要に直面していること，ただしそれはレーガンモデルでも日本モデル

でもなくて，聖書的伝統と共和制的伝統を受け継いだ第三のモデルであるべきこと， 80 

年代の自本から見ればアメリカの偶人主義はもはや行き詰まっているように思えるかもし

れないが，お互いに文化の直輸入は困難で，つとめて相互に学び合うことが大切だと控え

目に述べている 5)

前後してアメリカ以上に「新しい社会契約Jの必要に直面したのは日本だ、った.冷戦の

終鳶とそれに引き続く湾岸危機は日本の安全保障のパラダイムを変えた.憲法に戦争の放

棄と戦力の不保持の規定を持つことが直ちに平和主義の実践を意味し，米ソ対立があるが

ゆえに，その憲法の存在にもかかわらず日米安保条約を結べば，アメリカは当然に臼本を

守るという時代は終わった.湾岸危機が起きた当初は「国際貢献jの要請という誤った言

葉で捉えられたこのパラダイム転換6)は，やがて世界の国々に理解されるような日本自身

の主体的な安全保障政策の構築という重い課題をもたらすことになった.

悪いことに， 1989年を頂点として，日本はバブル経済のただなかにいた.それがはじ

ければはじけたで，今度は人々は長ヲlく不況に苦しんだ.加えて，昭和天皇の死去は改め

てかつての日本の戦争責任の問題を浮上させ，冷戦の終罵という国際環境の変化と，日本

帝国主義の被害を受けた東アジア諸国における自由化の進展と，そして第二次世界大戦か

らまもなく半世紀が経とうとする時間の経過は，大規模な歴史の見直しの作業を開始させ

た.内外において，過去，現在，未来のすべてにわたって，話本の進路が追及されたと

ってよい.

うまでもなく，国の安全保障政策は憲法問題に関わる.だが，その意味での憲法問題

は単なる条文の変更の問題ではなくて，それを制定する民主主義の手続きの問題でもあり，

要するに市民が政府に何を求め，代わりに何を負担するかの社会契約の問題である.大筋

を言えば，その種の契約には 18，19世紀的な安全保障の条項と， 20世紀的な社会保障の

条項とが含まれようが，まず何よりも市民であり国民である人々の安全と自由が問題であ

4) ベラ-r心の習慣』島薗進，中村圭志訳(みすず書房， 1991年) 97頁以下， 186頁以下など.原著の刊

行は 1985年.

5) ベラー「臼本語訳に寄せてJr破られた契約[新装版Jj松本滋，中Jll徹子訳(未来社， 1998年)8-10頁.

原著の刊行は 1975年.向「日本語版への序文Jr心の習慣 V-Vll頁.

6) 後述する (2. 湾岸危機)ように，北関伸一は fそもそも『貢献jという言葉自体，…当事者の使う言葉

ではないjと述べている.この指摘については同感である.
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る.

こうして 89年に始まり， 90年代を通じて，新たな日本の国家像が模索された.このた

びの模索の担い手は，明治期や敗戦直後と異なり，文字通り日本の市民であり国民であっ

た.時期的には，その潤の日本経済の落ち込みに注目して， I失われた 10年」と呼ばれる

時代に相当する.しかし，ここでの観点からは，それは何ものかを探し求めた 10年だ、っ

た.確かにそこには冷戦期の思考に慣れた惰性も存在した.けれども逆に言えば，それは

戦後の日本の平和主義がそれなりに根付いたことの現れでもあった. 90年代前半の日本

の政治が，有権者国民に対して，海部，宮津，村山という比較的ハト派の首相を相次いで、

登場させたのも，そのことの一つの証左である.

けれども，探し物は簡単には見つからず¥結論を先に言えば，それはついに 90年代を

通じて未完に終わった.むしろ日米安保の再定義とも高確認とも言われる作業によって，

そうした試みはいったん元の鞘に収まったかに見えた.だが， 2001年9月 11日のアメリ

カ同時多発テロの発生とそれに引き続く事態は，問題が決して終わっていないことを明ら

かにしたのである.

本稿は，この 90年代における日本の安全保障問題をめぐる思想変容を追跡する試みで

ある.その際，資料としては主に総合雑誌の論文を用いるが，実はそれらを通じてその奥

にいかなる日本の市民社会の姿が見られるかに関心を持つ.社会契約説を援用し，できる

だけものごとの根本に立ち返って，黙示的なものであるにせよ，市民ないしは国民の合意

内容の有無を検討したい.

ところで市民社会については，東欧諸国の自由化を契機に台頭した「新しい市民社会

論Jの影響のもとに，今日では国家(政治)のみならず¥市場(経済)にも対抗する，自

発的結社ないしはいわゆる中間集団の役割に着目する考え方が多数派である7)しかしな

がら，本稿では，あえて漠然と社会的中間層のことと考えておきたい.政治の中心的な担

い手として中産階級(ミドル・クラス)ないしは中間層を想定する見方はアリストテレス

にまでさかのぼると言われる8)が，本稿においても，その意味での市民社会がいかなる国

家像を形成しつつあるかに照明を当てる.

通常の政治システム論では政府の方がブラックボックスだが，ここではそれをひっくり

返して市民社会の方をブラックボックスとして考えたい.すなわち，政府や知識人の政策

や言論として市民社会に対して行われる入力がいかなる出力を生むかを，これも政府や知

識人における認識と評価を通して考察する.論壇誌が主な資料となるゆえんである9)

もとよりここでその存在が前提されている市民社会は多様な側面を持つと考えられる.

7) r新しい市民社会論」については，山口定『市民社会論.1 (有斐陪， 2004年)の整理が行き届いている.

8) ベラー『心の習慣.1 x頁.
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たとえば栗涼彬は，政治改革の必要が強く叫ばれた時期に， I政治システムは，市民社会

の中に利益誘導回路を地下茎のようにはりめぐらして，そこからシステム維持の養分を吸

い上げてきたのであって，その欲望の達成方式は『心の習慣』として市民社会に刻印され

ているJとロパート・ベラーの著書のタイトルを逆手にとって指摘しつつ， I腐っている

のは政治の世界ばかりではない.市民社会もまた，明るさと清潔さの中に静かに腐ってい

る.政治改革の声は，政治の世界に向けられるだけでなく，市民社会にも投げ返されねば

ならない」と述べている 10) われわれは市民社会の明るく希望的な面だけをすくい取るこ

とはできないだろう.何らかの概念なくしては現実の認識はかなわぬとしても，できるだ

けあるがままの市民社会の姿を見たい.

1. 89年の思想

世界においてさまざまな変化の兆しが見えた 1989年は，わが国においては天皇の死で

始まった(1月 7日).それは戦後史における初めての経験だ、った.昭和天皇の死は少な

くとも三つのことを人々の意識に上らせた.第一に，死去に至る前年の後半，日本の社会

は異例なまでの「自粛の全体主義」に覆われた.それは多分に零落した形ではあれ，かつ

て戦争への道を地ならしした現人神信仰の突然の再現だ、った.しかも歌舞音曲の自粛は強

制によるよりは，いわば横ならびの行動様式に基づくものであり，そこにはそうした自画

像に自身で当惑する日本人の姿さえ見られた.第二に，それはもとより一つの時代の終わ

りと，平成という未知の元号が冠せられた新しい時代の始まりとを多くの人々に予感させ

た.念のために繰り返せば，わが国においてはたまたま新しい時代の到来は，冷戦の終意

によってよりも昭和の終罵によって一足先に告げられたのである.そして第三に，昭和天

皇の死は，果たして日本国憲法のもとにおける初めての天皇の代替わりがいかにして行わ

れるのかという内外の関心を呼び起こした.

天皇制の問題は，本稿で取り上げる日本の安全保霞の問題とは直接には結び付かない.

けれども，日本国憲法が掲げる三大価値は国民主権と基本的人権の尊重と平和主義であり，

問民主権の裏側にある象徴天皇制の存続を左右するかもしれない事柄への関心は， この憲

法の制定過程から見ても，平和主義の維持への関心と連動する可能性が大きかった.

9) 坂野i関治は歴史の総合的な研究のために，その当時を生きた知識人の見解を参照することの意義を説いて

いる.坂野『昭和史の決定的瞬間j(ちくま新書， 2004年) 214-16頁.その際，いろいろな立場がありうる

としても，カール・マンハイムが言うように，知識人が政府や本稿で言う社会的中間層から，相対的に「自

由に浮動しているJことは想定してよいだろう.

10) 栗原彬 f市民社会の廃嘘から一下心の習慣Jと政治改革-J r世界j1993年 10月号.
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すぐ前の第三に述べた内外の関心の一部は，死去の二日後に行われた部位後朝憲の儀に

おける新天皇の「お言葉Jの中に， r皆さんとともに日本国憲法を守り」という一句が盛

り込まれたことによって早速満たされた.国民に対する「普さんJという呼びかけととも

に，天皇自身が日本国憲法の枠内の存在であることが改めて表明されたわけである.

天皇の代替わりの数々の儀式(大喪の札は 2月24日)を司った竹下登内閣は，あたか

も一連の儀式の終了とともに，前年から発覚したリクルート事件の責任を取って退陣を表

明した (4月25日).大平正芳内閣以来，四代の首相が十年の歳月をかけてようやく実現

した消費税の導入 (4月 1日実施)と，まさに天皇の代替わりの円滑な執行とが竹下内閣

の業績となった.けれども，このバブル経済のまっただなかの消費税の導入とリクルート

事件こそは，その後の 90年代の日本の政治経済の重い足かせとなったのである.わけで

もリクルート事件の足かせは三重だ、った.すなわち，この事件に対処しなければならない

ことと，そのために他の政治課題への取り組みが遅れることと，結果として指導力に欠け

る首相を相次いで生み出さざるをえなかったことにおいて.

リクルート事件は自民党のほとんどすべての実力者を巻き込んだために竹下内閣の後継

内閣はなかなか決まらず¥宇野宗佑内閣が発足したのは 6月2日だ、った.その二日後の 4

日，中国の北京で天安門事件が起きる.胡耀邦前共産党総書記の追悼をきっかけとする学

生たちの民主化要求運動が戦車によって制庄され，多数の死者を出した事件である(まも

なく趨紫陽総書記は解任され，江沢民が後継者に就任).それはこの年の 8月から始まり，

11月のベルリンの壁の崩壊につながる一連の東欧諸国の自由化，民主化運動の先触れだ

ったが， 6月の時点ではもちろんその関連は明らかでなかったし，それらがやがてリクル

ート事件で揺れる日本の政治に大きな影響をもたらすことになるのも知るよしもなかった.

ドイツにおけるベルリンの壁の崩壊が 91年のソ連邦の解体にまで進んだのに，中国では

軍事的制圧が可能だ、ったのは，もっぱら政府側と運動側の力関係の違いによるものだろう.

天安門事件は当時のわが国ではどのように見られたか.中Iq鳥嶺雄は今回の運動の意義は

-四運動に匹敵するものJとみなし， 68年のプラハの春や 80年のポーランドの連帯

の運動との類似性に言及した上で， rわが国における六O年安保と比較してみて，そこに

多くの共通性があったことを，六O年安保の運動者の一人でもあった私は痛感せざるをえ

ない」と述べている.中嶋によれば， 60年安保は日本における「市民社会的成熟jを示

す出来事だ、ったのであり，今や中国もそうした段階に到達したというメッセージが言外に

込められている 11)

社会主義体制をとる国についての同様の認識は， 91年のソ連のいわゆる 8月革命に際

11) 中嶋嶺雄「郡小平は勝ったのかJr中央公論j1989年 7月号.
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して，下斗米伸夫が「ソ連ではじめて『市民社会jと『国家Jの争いが行われ，市民が国

家に勝利したJという判断を下しているところからもうかがえる12) 89年段階のソ連に

ついては，武者小路公秀の「ペレストロイカが出たことによって，民主主義は資本主義側

にあり，社会主義は官僚的で，圧制的であるという五O年代以来の仕組みがひっくり返っ

て，民主主義と社会主義の組み合わせも出てくる」という期待を込めた指摘がある 13) 社

会主義の見通しに関する武者小路の認識の甘さを今日から批判することは容易だが，ここ

では 89年の思想が圧倒的に後の「新しい市民社会論」の出発点を築くものだったことを，

これらの指摘から知ればよい.それはむしろ「新しい」という形容詞さえ付ける必要はな

いぐらい，古典近代的な甫民社会論だ、った.

ひるがえってわが国を見ると， 7丹の参議院選挙ではリクルート事件と消費税に対する

反発と宇野首相の女性スキャンダルなどのために自民党は 36議席と歴史的敗北を喫し，

46議席を獲得した社会党などの野党が初めて総議席で自民党を上回る結果を出した.中

国やソ連や東欧諸国では共産党の一党支配が市民の批判を受け始めているときに， 百本に

おいては土井たか子委員長の率いる社会党が与党自由民主党に対する有権者の批判の受け

皿となったのである.

土井委員長は社会党の労組依存を改めて市民の政党にしようとした人である(結果はう

まくいかなかった)と同時に，筋金入りの護憲論者だ、った.社会党に票が集まったのは明

らかにリクルート事件などのためだ、ったが，土井社会党としては憲法擁護の平和主義の立

場が国民の支持を得たと解釈しでも不思議はなかった.翌年の湾岸危機に端を発して 92

年 6月に国会で PKO協力法案が採決を迎えたとき，土井はすでに委員長を退いていた

(91年 7月に田辺誠と交代)が，社会党は牛歩戦術で抵抗し，ついに 60年安保のときに

もしなかった議員総辞職願を衆議院議長に提出した(議長はこれを認めなかった).その

社会党 (93年 1月に山花貞夫が委員長就任)が 93年 7月の総選挙後には小沢一郎の新生

党などと連立を組んで細川護照内閣を誕生させ，翌年には自民党，新党さきがけとともに

村山富市内閣を作って自衛隊と日米安保条約の維持をうたうようになるのだから，有権者

の理解を得るのはきわめて困難だ、った.

日本の戦後史の中で，社会党は社会主義の政党というよりも平和主義の政党だ、った.そ

のことは世界的に社会主義政党が嵯鉄に直面したときも，この党を生き延びさせる要因と

なるかに見えた.だが，結果的にこの平和主義をめぐる 89年以後の迷走が，同党の勢力

を大幅に後退させたと言わざるをえない.それほどに，冷戦の終意がもたらした安全保樟

12) 下斗米伸夫「新ロシア革命はどう展開するか-r世界を揺るがした三日間j後のソ連政治 J r世界J
1991年 10月号.

13) 武者小路公秀 r<インタピュー〉国際環境の変容をどうみるかJr世界j1989年 6月号.
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のパラダイム転換のインパクトは大きかったのである.

ところで，宇野内閣は参議院選挙敗北の責任を取って二か月で退陣し，海部俊樹内閣が

登場した.リクルート事件に対する世論の批判とは別に，自民党内は依然として竹下派支

配のもとにあり，しかも各派閥の領袖はこぞって事件に関与していたから，新鮮味が頼り

の海部首相は，近く予定された総選挙で土井社会党に対抗するためにとりあえずかつぎ出

された「操り人形jだ、った.この内閣で翌年，湾岸危機が発生するのである.

1989年を通じて日本の政治は決してほめられたものではなかったが，中国の天安門事

件も東欧諸国の自由化もまだいわば対岸の火事だ、った.それまでの社会主義体制が抑圧的

なことは多くの人の知るところであり，それらの地域で市民社会の台頭が見られたことは，

!日体制を打破したちょうど二百年前のフランス革命を想起させた。リクルート事件は金権

政治と派閥政治是正の手段として衆議院の選挙制度改革の議論をもたらし，こうして 90

年代前半の日本の政治はこの政治改革のためにささげられることになる.考えてみれば，

就職'情報誌の刊行で急成長した企業がからむ贈収賄事件と世界における自由化や民主化の

波とは，まさに市場のあり方を根本的に変える情報化の進展という同じ土俵の上にあるも

のだ、ったが，そうした世界共通の大変動のイメージが実を結ぶためには，ソ連，東欧の社

会主義体制が最終的に挫折してグローバル資本主義が文字通り地球を滞巻するまで，もう

少し時間が必要だった.

2.湾岸危機

89年の 12月，アメリカのブッシュ(父)大統領とソ連のゴルバチョフ最高会議議長は

地中権のマルタ島で会談して，東西冷戦の終結を宣言した.もとより冷戦という異常な事

態には終止符が打たれた方がよいには違いない.しかしながら，冷戦の終鳶はまったく新

しい国際秩序をもたらす可能性があった.よく知られた議論としては，フランシス・フク

ヤマの『歴史の終わり j(論文は 89年，著書は 92年，邦訳も 92年)と，少し後のサミユ

エル・ハンチントンの『文明の衝突j(論文は 93年，著書は 96年，邦訳は 98年)がある

が，ここでは『世界jの 90年 1月号の掲載だから 上述の米ソ首脳会談とほぼ同じ頃に

佐々木毅が著した「二O世紀的政治システムの融解」という文章を見ておきたい.

すなわち，佐々木は，冷戦の終罵がもたらす庁力の拡散Jとそれに符う自由にはチャ

ンスと共に危険が伴うということを誰も否定できないJし， I冷戦の重しがとれることに

よって，紛争の種が増えるという判新にはそれなりの説得性があるJと言うのであるは

これはきわめて早い時期の不気味な予言だ、った.佐々木はこの頃『朝日新開Jの論壇時評
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も担当していて，そこでフクヤマの論文はアメリカの「自己満足」を反映するが，当時い

ちはやくそれを批判したハンチントンの立場は円iき締め」論だと位置付けている 15) 結

果的にこの場合，悲観論の方が的中し，しかもそれを示す事件は直ちにやって来た.

ところで，湾岸危機に言及する前に， 80年代末に登場した「日本異質論」とこの時期

の日米関係について触れておきたい.周知のように「日本異質論」にはウオルフレンの

「日本問題J論文 (87年)やブアローズの「自本封じ込めJ論文 (89年)などがあるが，

注意すべきは「日本異質論」と呼べるような指摘は少なくとも戦後早くから存在したこと

である.この点はたとえば梅垣理郎が編集した fフォーリン・アフェアーズ』の日本関係

論文集を読めば明らかであって，日本は民主主義という西洋の政治制度を果たして導入で

きるのかとか，自由世界の一員となる意思はあるのかという懸念は，戦後すぐの時期には

欧米の論者によって広く共有されていた16) その意味での悲観論は，あるいは今日のイラ

クに対するもの以上だ、ったかもしれない.

だから，日本は主権国家ではないとか，日本には自由市場経済がないといったウォルフ

レンの改めての指摘も，それらがなされた時代の文脈を理解しなければ本当の意味はわか

らない.つまり 80年代末の「日本異質論」は，日本が一時アメリカを経済的に圧倒する

中(そのピークはソニーによるコロンピア映画の異収などがあった 89年)で，そうした

結果を生んだ日本の政治経済システムの特性(チャルマース・ジョンソンが f通産省と日

本の奇跡Jで言う「資本主義的開発国家J)に向けられた，フェアでないという苛立ちだ

った.それはあたかもこの時期に進められた「臼米構造協議 (SII)Jの通奏低音をなす.

プラザ合意以後のマクロ政策協調が効果をあげない中で， 日米の貿易不均衡の構造的障

壁を取り除くという名目で 89年 9月に開始された日米構造協議は， 90年 6月に①貯蓄と

投資，②土地利用，③流通，④排他的取引慣行，⑤系列取引，⑥価格メカニズ、ムの六分野

についての対日提案をもって決着した.そこには日本が今後 10年間で 430兆円(! )の

公共投資を行うことなども含まれたが，それだけでなく「現金自動支払機の 24時間作動J

や「酒の販売制限の廃止Jのような二百項目に上る詳細な内容があり， I第二の占領政策」

と言われるほどの衝撃的なものだ、った17) 一説によれば，外圧を利用して国内改革を進め

るために，外務省は大蔵省や通産省(この両者もライバル関係にある)に対抗して積極的

14) 往々木毅「ニO世紀的政治システムの融解Jr世界.]1990年 1丹号.

15) r輯呂新開j1989年 12月28日夕刊.

16) 梅垣理郎編訳『戦後日米関係を読む-rフォーリン・アフェアーズjの自-j (中央公論社， 1993年)

所収のサー・ジョージ・サンソムやジョン・フォスター・ダレスの論文を参照.ウォルフレンの fS本問

題」論文の翻訳もここに収録されている.

17) 佐々木毅 f政治はどこへ向かうのか.] (中公新書， 1992年)参熊.この本は，同時代的観察としても，

また今日から見ても，湾岸危機と政治改革に揺れた日本の政治の非常にすぐれた解説書である.同書には自

米構造協議における「アメリカ政府の対日提案項目」の要旨も資料として添付されている.
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に情報提供を行ったと言われる 18)が，アメリカは日本の消費者の利益を標梼しつつ，内政

干渉とも思える膨大な改革要求を突き付けた.ゆえに，臼本の論壌には，石川好のように

「臼本は外国から国民の『性格はがしjに出会っているのだ.これは明らかに，ある独立

国に対する最後通牒に近いJという反発も生まれた19) にもかかわらず，日本側は， リク

ルート事件の後遺症が残る中で，竹下派支配と外務，大蔵，通産など，省庁縦割りの官僚

制の上に乗る，脆弱な海部内閣で対応せざるをえなかった.それはバブルの絶頂期の日本

を襲ったきわめて深刻な脅威だ、った.そして，ほどなく湾岸危機が発生する.

イラクのクウェート侵攻は 90年の 8月2日である.国連の安全保障理事会は拒否権の

行使もなく同日直ちにイラクの無条件撤退を決議(決議 660) し， 6日には輸出入全面禁

止などの経済制裁を決めた(同 661). アメリカはサウジアラビアへの派兵を決定すると

同時に多国籍軍の結成を呼びかけ，イギワス，フランスなど，最終的に 28か国がそれに

参加した.その他，韓国，スイスなど 8か国が霞療や後方支援のために軍隊を派遣した.

11月8日，アメリカはお万人の米軍の増派を発表. 29日，国連安保理事会は 91年 1月

15日までにイラクがクウェートから撤退しない場合には武力行使を認める決議(向 678)

を採択した.その期限を過ぎた 17日，米軍を中心にした多国籍軍は空からの攻撃を開始.

2月24日には地上軍を投入し， 27日に全土を制圧した.アメリカは武力行使の正統性を

得るためには国連安保理を最大限に活用し，実際の開戦の決断と戦闘においてはあたかも

を貫いた20)

アメリカの日本に対する要請は， 90年8月 14臼，ブッシュ大統領が電話で、海部首相に

「掃海艇や給油艦を出してもらえれば，デモンストレーションになるJと述べる形で伝え

られた.憲法上の制約を挙げ「何ができるか検討しましょうJと答えた海部首相は，遠回

しに断ったつもりだ、ったらしい21) そこから日本の国難は始まった.自衛隊の海外派兵は

もちろん憲法上の制約からできない.輸送協力や底療団の派遣も，民間に委ねれば，なぜ

彼らを真っ先に危険にさらすのかという問題が起こる.とりあえずできるのは多国籍軍へ

の資金提供(これも集団的自衛権の行使に当たる可能性があった)であり，政府は最初 8

月30Bに 10億ドル， 9月7日に来日したプレイデイ財務長官が橋本龍太郎大蔵大臣に強

く迫った結果， 10億ドルの上積みと周辺国に 20億ドル，合計40億ドルの援助を決めた.

けれども，アメリカ側の反応は Itoo little too lateJだ、った. 91年 1月24日に日本はさ

18) 田中均，田原総一郎 f国家と外交.1 (講談社， 2005年) 102…04真.

19) 百川好 ir日米構造協議j雑感Jr中央公論.11990年 5月号.

20) 湾岸危機の経過については，佐々木，前掲書，外岡秀俊，本田鑑，三浦俊章 f日米国盟半世紀.1 (朝日新

間社， 2001年)第 7章(本田執筆部分)，並びに『近代日本総合年表(第問販).1 (岩波書届， 2001年)を参

日召

21) 生々木，前掲書， 68頁，外岡他，前掲書 410-11頁.
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らに 90億ドルの追加支援を決めるが， I日本はたたけばカネを出すJ，カネは出すが「血

と汗」は流さないという印象を広めただけだ、った. I日本異質論」に見られた経済大国日

本に対する批判は倍加した. 3月 11日にクウェート政府がワシントン・ポスト紙に出し

た「米国と世界の国々にありがとう」の全面広告に掲げられた 30か国の中に日本の国名

がなかったことも，国際的評価を象徴するものとして受けとめられた.

この間，海部政権は 90年 9月から，人的貢献のための f国連平和協力法Jの作成に取

り組んだ.しかし，当初から参加する自衛隊員の身分が問題となり，別組織，出向，併任

と二転三転した.別組織を主張する外務省と，併任の意向の防衛庁の開で，激論も闘わさ

れたという 22) 法案は 10月 16自に国会に提出されたが，政府の答弁は混乱し，衆議院も

通過しないまま， 11月8日，廃案が確定した.以上が，多くの論者によって日本外交の

トラウマになったと指摘される23)一連の事態の推移である.

事態の進行とともに，日本の論者はどのような発言を行ったか.自衛隊の派遣(派兵)

に積極的だ、ったのは佐藤誠三郎である.総合雑誌の『中央公論Jは 1960年代以来，日本

外交に関する現実主義の観点からの論文を多く載せている(ちなみに，中央公論社が読売

新開の傘下に入るのは 99年 3月から.なお， 90年から 98年にかけて同誌は『フォーリ

ン・アフェアーズjと提携関係を持った)が，佐藤はその代表的な論客だ、った.湾岸危機

の勃発直後，佐藤は「もし日本人が今後もなお『戦後j意識から脱却できず，集団的自衛

権の否定に囲執し，地域紛争に対し経済的協力以外は何もしようとしなければ， r危険で、，
きつく，汚いj仕事はしたくないという自分勝手な国であるという国際的批判を免れるこ

とはできない」と述べている24) ここで佐藤が日本国憲法を改正するかどうかはともかく，

集団的自衛権の行使を容認し，さらに呂米安保条約の極東条項の範囲を超えて米軍に対す

る自衛隊の協力が可能だと考えているのであれば，ある意味で話は簡単である.

けれども，どう考えてもイラクは極東ではないから，さしあたり日米安保に基づく提携

はかなわないし，さらにイラクに対する武力行使は，たとえ中心は米軍でも，国連安保理

の決議が担保する多国籍軍によるものであった.海部内閣が終始「対米関係への配慮jか

らしか湾岸危機を捉えない傾向にあった25)のは事実だが，日本の対応、を考える文脈は，あ

くまでも冷戦の終罵以後の地域紛争に対する世界的な取り組みにあったと言わなければな

らない. B本の安全保障政策は何か.必要とされたのは手段ではなく目的であり，思想、で

22) 外向他，前掲書， 421頁.

23) Iトラウマ」という言葉を用いているのは，ジャーナリストでは上記の本田(外向他，前掲書， 434頁)， 

外交官では田中均(田中，田原，前掲書， 219頁)である.政治学者の佐々 木毅は一連の過程について，

「構造協議と同様，敗者はやはり日本の政治J(佐々 木，前掲書， 99頁)と述べている.

24) 佐藤誠三郎「いまこそ安全保障戦略を転換せよJr中央公論j1990年 10月号.

25) 佐々 木，前掲書， 97頁，外岡他，前掲書， 433頁.
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あった.そして，日本にはその準備がなかったお

北岡伸一は，やはり『中央公論j誌上において， Iそもそも『貢献jという言葉自体，

部外者に対する協力を意味する言葉であって，当事者の使う言葉ではないjと述べ27)，や

や後に， I湾岸危機の解決のために日本が行なうのは，国際社会の一員としての義務であ

った.最小限度の義務を貢献とは言わない.…貢献という言葉が出てきたのは，日本がい

まだに国際社会の一員として確固たる位置を占めておらず，また国民の間にそのような覚

悟が定著していなかったからであろう」と言っている28) 北岡の見解は「直接的な軍事力

の行使は，憲法違反であるが，国際的に正当化され，要請された軍事行動に協力すること

は，何ら憲法と矛膚しない.むしろそれは， r正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に

希求jする行為であって，九条の趣旨に合致し，国連憲章に忠実な行為なのであるjとい

うものだ、った29)

にもかかわらず， I国民は，何もしない海部首相，何もしない自民党を支持したのであ

り，何かをしようとしたとき，これに拒絶反応を示したJ30)のだ.たとえば， 90年 11月6

日付の『朝日新聞Jの調査によれば，国連平和協力法案への賛成は 21%，反対は 58%，

自衛隊の海外派遣については「派遣できるようにするJが 15%，I派遣すべきではない」

が 78%だ、った.海部内閣が早々に同法案を廃案にした背景にはこのような世論の動向が

あった.政治家も国民も「平和ボケ」状態にあったと言われでも仕方がない31)

北岡の見解は集団的自侮権と集団的安全保障の概念をほ加するものであり，小沢一郎幹

事長に促された海部首相が国連平和協力法案の審議中の国会で、行った答弁とも一致してい

た.後述するように，小沢はこの見解を 93年刊行の『日本改造計画jでも ている.

だが，冷戦の終蒋によって国連の機能に改めて息が吹き込まれたにしても，恒久的に集団

的安全保障を担保するような仕組みはまだ、整っておらず，早い話がアメリカが単独主義に

転じたときに日本はどうするのかは依然として閣の中だ、った.だから，石川好のように，

f世界的に，特にアメリカを中心に好戦気分が高まっていた時，あえて『何もしないjと

ることは恥多いことだろうが，やらかしたことの後始末もせずに生きてきた報いだ

26) 佐々 木，前掲書， 80頁，外向他，前掲書， 433-34真.

27) 北岡伸一円高調の代価Jr中央公論j1990年11月号.同『日米関係のリアリズムj(中央公論社， 1991 

年)では， 47頁.

28) 北関 f非軍事の貢献で何が可龍かJ~中央公論j 199]年4月号.前掲書， 167頁.後者への収録時にタイ

トルから f貢献jが落ちている.当然だ、ろう.

29) 問右，前掲番， 168貰.

30) 北岡「反米意識のダイナミズムJ(末患に 191年1月稿，未発表jとあり，北関，前掲書に収録された)

前掲書， 65頁.

31) 自民党政権の「平和ボケ」を指摘したのは，佐々木毅である(佐々木，前掲書， 80頁).京極純一は，

戦前と比べて戦後は， 1日本全体としては，日米安保体制に守られて，超安全感が支配した時代だ、った」と

述べている(京極，国勢康弘「“金丸"われらが畏主政治の精華Jr中央公論j1993年5月号). 
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と覚惜し，日本の政財界リーダーたちが， r何もできません』と各国に説明行脚すれば，

参戦より清貧に甘んじた国として，臼本にも何ほどかの名誉は，いつの日にか与えられる

であろうJと述べる者も現れた32)

繰り返して言えば，求められたのは思想であり，日本の国民が自らの安全保障とそのた

めに欠かせない世界の平和のために，社会契約によりいかなる政府を作って活動するのか

を内外に説明する物語である.田中車毅が述べたように， r日本国憲法体制『選び直しj

のときjだ、った33) 言うまでもなく，それは護憲か改憲かの選択よりも深い決断である.

戦後日本の外交路線について，現実主義よりは理想主義を掲げて来た総合雑誌の『世

界Jを見ょう.そこで最も深く鋭い議論をしたのは，五十嵐武士だった.アメリカ研究者

としての五十嵐はまず「国際的正義に反する侵略に対してアメリカはどこで起きても同じ

ように対応するかといえば，必ずしもそうとはいえない」と述べ，武力行使に至った要因

は二つあって， r一つは，中東の主たる友好国であるサウジアラビアに対する脅威であり，

もう一つは，世界的な石油の供給の安定確保ということJだとみなす.そして，対イラク

制裁について「アメリカ側の日本の協力に対するプレッシャーが非常に強い.いままで経

験しないぐらいの強さであることも事実で…アメリカ慨は血も汗も流すのに，日本が汗も

流さないのはけしからんという主張をして」いるが， r日本にとって現在いちばん重要な

ことは何かというと，中東における戦争を自主的に判断する視点を持つということJだと

述べる.なぜならば， 1989年の一日当たりの石油消費量に占める湾岸地域からの輸入量

の比率がアメリカは 11.4%であり， EC諸国が 31.5%であるのに対して，日本は何と

60.5%であり，クウェートからの輸入量はアメリカが1.7%しか依存していないのに，

日本は 6.3%とはるかに高いからであった.したがって，この地域での紛争解決に力を持

つアメリカへの日本の依存度も高くならざるをえないのだが，だからこその自主的判断の

必要だ、った34) ここで，その後の事態の展開に少し触れる.

海部内閣に代わり， 91年 11月に成立した宮津喜一内閣は本格政権の呼び、声が高かった.

しかし，その成立に当たり，竹下派会長代行の小沢一郎が 3人の自民党総裁候補者と面談

したことは，依然として竹下派支配が続いていることを国民に示した.その小沢は自民党

の「国際社会における日本の役割に関する特別委員会」の会長として， 92年2月に，国

連の指揮下での武力行使は憲法上容認されるという内容の答申を出す.小沢の持論の再度

の表明である.

宮津内閣のもとで国際紛争解決への人的貢献の問題は，国連平和維持活動協力法

32) 石川好「戦後処理せぬ報いJr朝日新開j1990年9月 17日夕刊.

33) 田中直毅「日本国憲法体制『選ぴ直しjのときJr中央公論j1990年 12月号.

34) 五十嵐武士「湾岸戦争と日本一何ができるか，何をしてはならないか J r世界j1991年3月号.
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(PKO協力法)案として 91年秋の臨時国会に提出された.しかし，継続審議となり，

年の通常国会に持ち越される.同法案は結局 6月15日， PKF (軍隊の引き離しとか捕虜

の交換など)の部分は凍結して，社会，共産両党の強い抵抗の中，自民，公明，民社， 3 

党の賛成で成立した35) 同法は「我が国が国際連合を中心とした国際平和のための努力に

積極的に寄与することを目的とするJことをうたい(第 1条)，国連平和維持活動とは国

連の総会または安保理事会の決議に基づいて武力紛争の終了後に紛争当事者の同意のもと

で行うものと定めた(第 3条).国際平和協力業務の実施は「武力による威嚇又は武力の

行使に当たるものであってはならないJ(第 2条②).肝心の協力隊として業務を行う人々

の身分は，自衛隊員の場合は併任とされた(第 12条④).この法律に基づいて，早速 9月

に自衛隊がカンボジ、アへ派遣される36)

以上の経緯を踏まえて，雑誌『世界jの 93年 4月号に，古関彰一，鈴木佑可，高橋進，

高柳先男，前田哲男，山口定，山口二郎，和田春樹，坪井善明の連名で， I共同提言 f平

和基本法jをつくろう」が掲載された.それには「平和憲法の精神に沿って自衛隊問題を

解決するためにJという副題が付されていた. I共同提言Jは， I他に例をみない司本国民

の精神的税軍事化は，むしろ戦争に対する真の責任感覚を欠くところに成立したものであ

ることを，私達は認めなければならない」と率直に述べる.戦後と呼ばれる時代について

も，あえて「日本は気分的に戦争と軍隊に背を向けたが，世界は引き続き世界戦争の時代

であった」と特徴付けられる.進歩的な政治学者，国際政治学者を総結集した観があるこ

の「共同宣言Jにして，この言葉ありきである.そこにはさらに「平和基本法要綱(案)J

として， I最小限防衛力」や「平和・軍縮省(あるいは平和・安全省)Jゃ「毘土警備隊J

などの新しい概念や組織の規定が掲げられた.これらの理念を貫くのは， I憲法第九条を

具現化(インプルメンテーション=理念に基づいて，具体的な解決をあたえていくこと)

するための叡知Jとされた37) IインプルメンテーションJという言葉は，かつて『世界J

が最も輝いた平和問題談話会の結成当時に，法政部会の報告で蝋山政道の提案に基づき，

「日本は戦争放棄と民主主義を新憲法の根本理念として承認し，非武装国家として再出発

した.しかし今日の国際社会において，この平和民主憲法の Implementationはいかなる

ものかということは必ずしも明らかでないJと述べられたことに由来するおすなわち，

時代はあたかも冷戦が激化する以前にもどり，日本国憲法と国連の活動とが需接にリンク

35) この関の経緯は，前掲『近代日本総合年表(第四版)jによる.なお， PKO協力法案の国会審議につい

ては，当時首相だ、った宮津喜一の証言明i厨寅，中村隆英編『開き書官津喜一回顧録j岩波書}苫， 2005年，

295頁以下)がある.

36) PKO協力法，周辺事態法，武力攻撃事態法などは，鎌出慧編『反憲法法令集.1 (岩波現代文庫， 2003 

年)に収録されていて，参照しやすい.

37) 古関彰一他 f共同提言『平和基本法jをつくろう Jr世界j1993年 3月号.
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する機会が生じたとこのグループによって認識されたわけである.彼らは自らを「私達の

主張は…いわば f創憲論j的な立場」と称した39)

以上の「共同提言」はどのように受けとめられたか. r世界jは翌々月の 93年 6月号に

「平和基本法-私はこう思うJとして識者の意見を集めている.そこで，田中秀征は「日

本国憲法が予定したわが国の安全保障は，間違憲章が予定した国際安全保欝体制が機能を

発揮することを前提としたものjとし， I平和基本法Jに異論はないが， I現時点での必要

性を感じていなかったので当惑しているJと述べている40) 田中秀征といえば， この産後

に武村正義らとともに自民党から分かれて新党さきがけを作り，なかんずく細川内閣のも

とで日本が国連安保理の常任理事国に立候補することにあくまで反対した人である.彼の

中での優先順位は，さしあたり政治改革に置かれていたと見るべきか.

もう一つ注目されるのは，共産党の上田耕一郎が，日共同提言』が，社会党の山花委員

長の造語をあえて使って『創憲の道jと自認していることからも，社会党案の理論的裏付

けとも見られるもので， r立法改憲Jをめざす『創憲論jにほかなるまい」と述べている

点である41) 山花貞夫は 93年1月から田辺誠に代わって委員長に就任し， 7月の総選挙

では社会党を後退させながらも細川連立内閣に加わるのだが，問題は上田の指摘よりもさ

らに狭く，山花の「創憲論Jが必ずしも社会党の全体を掌握していないことだ、った.その

ことは，山花も社会党も閣内にとどまりながら， 9月には山花が総選挙敗北の責任をとっ

て，より護憲派の村山富市と委員長を交代していることからもわかる.村山は翌年自社さ

の連立政権の首相となり自衛隊と日米安保条約の維持を宣言するのだから，それはそれで

唐突なのだが，そこにはせっかくの『世界jの「共同提言Jが，山花グループの応援団と

のみ見られる不幸な政治状況が存在した.

ここからわかるのは，安全保障政策においても社会党の右派は細川政権を支える小沢一

郎らと近く，左派はかえって橋本龍太郎や加藤紘一らの白民党の保守本流路線と近いこと

である.これには冷戦のさなかの講和論争の時代に，吉田内閣と左派社会党が激しく対立

しながらも，暗黙のうちに役割を分担して憲法と日米安保条約が共存する体制を作って以

来の歴史的経緯があるが，問題は左派にしても，改憲に賭み出そうとする右派にしても，

あるいは両者を含めて，従来の安保政策の枠組みを超えるような構想をいかに打ち出せる

かにあった.その意味では，小沢路線に近いと見られた北関伸ーが， r世界jの共同提言

38) 平和問題討議会(後の平和問題談話会)の「東京地方法政部会報告Jr世界j1949年 3月号.なお，上

述の「共同提言Jに加わった山口二郎は，それに先立って， 93年 1月号の f世界jに「戦後平和論の遺産」

を書き，その中でこの言葉の由来について触れている.

39) 古関他「共罰提言『平和基本法』をつくろうj前掲『世界l
40) 田中秀征「憲法の本格的な展開をJr世界j1993年 6月号.

41) 上田耕一郎 ir立法改憲jめざす『創憲J論」向右.
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とほぼ同じ時期に，やはり「自衛隊の存在と意義，そして国連の平和活動への積極的な協

力をうたった安全保障基本法を制定Jすることを提起した42)のは，名称こそ異なるが，

「平和基本法」の考えと重なる可能性を持っていた.けれども，当時においては政治的な

連立も思想的な連携も確かなコンセンサスを得るためには，遠くよりもまず近くの陣営を

田める必要に迫られていたと言わざるをえない.

時代は明らかに大きく転換しつつあった.戦後長年にわたって日本の平和主義の道を思

想的に切り開いて来た坂本義和が 97年に， I私は以前から，日本の国連 PKO参加そのも

のには賛成だったし，九0年代に議論が起こった時には，自衛隊ではなく別組織をつくる

べきだという立場だ、ったJとしつつ， I冷戦終結後の『人道的介入jの例を，思想の問題

としてどう受けとめるかという間いを，冷戦後の平和主義や護憲の立場は避けることはで

きないJ(傍点，原文)と述べ， I冷戦の終結とは，それほど深く私たちの思考の再構成を

要求するような，大きな歴史的変動の現われではないかJという認識を示している43)のは，

やはりこの人にしてこの言葉ありきだった.一方， 92年の著書で「いったい日本政府は

この数十年間，国際社会で名誉ある地位を占めるために何をしてきたのかJを根本的に問

うた佐々木毅は，その時点で「政治とカネを超えた政治の総合的改革が必要であることJ

を強く訴えた44) これはまたその後の長い道のりを暗示するものだ、った.

イラクによるクウェート侵攻が起きた 1990年は， 60年安保からちょうど 30年目に当

たっていた.このときもし 90年安保と呼べるような日本の事民社会の動きが直ちに生ま

れていれば，日本の安全保障政策は新たな時代に対応する国民的基盤を獲得できたかもし

れない.しかしながら，ときの政府与党において積極的な外交・安保政策を打ち出すこと

はなく，それに対抗すべき野党や言論・思想、界においても有力な代案に向けて合意を調達

することは国難だ、った.各種の世論議査は，先に少し見たように，もっぱら当惑する国民

の姿を伝えていた.

湾岸危機への対応の遅れから生じたトラウマの解消は，あたかも高まりつつあった金権

政治批判の大合唱とともに，政治改革という新たな課題の実現に求められた.小沢一郎の

ような政治家が金権政治の是正を超えて強力なリーダーシップの確立を求めていたことは

事実である.だが，政治改革は，さしあたりは政界再編を経由する，すさまじい権力闘争

だ、ったと言わねばならない.もちろん多くの国民はテレピに鉱付けになった.しかし，政

治家も国民も，その関心は改めて内向きになった.安全保障政策そのものへの関心は再び

42) 北岡 f歴史と憲法と平和の条件JrThis is読売.]1993年 2月号.向『政党政治の再生.] (中央公論社，

1994年) 108頁.

43) 坂本『相対化の時代j72， 74， 75頁.向名の論文(この部分を含む)の f世界J初出は 97年 1月号.

44) 佐々木，前掲書， 99貰.
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遠のいた.それが何を意味するか.次節以降で考えよう.

3.政治改革

政治改革をめぐる政治過程はもちろん日本の安全保障をめぐる政治過程ではない.日本

の90年代前半において政治改革という課題が登場したことは，むしろ安全保障という課

題を背後に退かせたと言ってもよい.外に向けられるべき人々の目は，国内に閉ざされた.

北朝鮮の核開発疑惑に揺れた 93年から例年の前半にかけて，日本の連立政権は与党の組

み合わせを代えて細川，羽田，村山と受け継がれ，その間ず、っと事務方の内閣官房副長官

を務めた石原信雄が一人首相官邸の孤塁を守ったというエピソードは， I漂流」していた

のは日米同盟ではなくて日本の政治だ、ったことを雄弁に物語っている45)

けれども，政治改革の一つの日標は従来よりも強力なリーダーシップの確立にあった.

政治改革の発端がリクルート事件にあった限り，それは何よりも金権政治と派閥政治の是

正を企図し，そのために衆議院の選挙制度を中選挙区制から小選挙区制と比例代表制を組

み合わせたものへ変更するという議論に収殺したが，選挙制度改革の目的は政策中心の選

挙にすることや政権交代を起こしやすくすることやカネのかからない選挙にすることだけ

でなく，与党の党首でもある首相の実質的権限を強化することにも存在した.小沢一郎の

ような政治家がこの最後の論点だけを言うと，それは彼が金権政治を生んだ田中角栄や金

丸信の嫡流である事実を隠蔽するための主張のように思われたが，小沢の問題関心が湾岸

危機の期間に自民党の幹事長として海部内閣を支えた，というよりは支えきれなかった自

己の切実な経験に発していたことは，改めて述べるまでもなかろう.

ただし首相のリーダーシップの強化は，制度改革によるだけでなく，有権者国民がそれ

を真に理解し，支持しなければ成立しない.国外へ向けて首相が強力なリーダーシップを

発揮するためには，その前提として彼が多くの国民に支持されていなければならず，その

ためには政治があるところで内向きになる必要があった.しかし，それに時間がかかれば，

対外的な指導力は調達できないというジレンマがある.それはナショナリズムの問題とい

うよりも，政治的な関心のナショナルな規模での共有如何という問題である. 20世紀か

ら21世紀への転換期に E本の政治が直面したのはそのような状況だ、った.

この文脈においても，当時にあって状況を鋭く見抜いていたのは佐々木毅だ、った.すな

45) 冷戦の終罵と湾岸危機から毘米安保再定義までの 90年代前半の日米安保体制について， I漂流」という

形容は多くの論者によって用いられている.そのものずばりでしかも大著なのは，船橋洋一『間盟漂流j

(岩波書届， 1997年).
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わち，佐々木は，あたかも選挙制度改革の実現と刺し違えるかのように政権の盛を降りた

細川内閣に対して， rr政治改革政権Jの f構造改革j政権への歩みは容易で、はなく， r構
造改革j問題は広い政治的基礎によって支えられるという条件を欠き， r構造改革j政権

は慢性的な負担過剰状態に追い込まれることになったJと述べている.佐々木の関心はや

はり， rrカネがかからなくなるかどうか』式の議論ばかりでは政治改革問題をあまりに単

純化し，政治の環境や課題とあまりに無縁な，百年一律式の政治改革論になってしまうJ

ことを懸念するところにあった46) だが，選挙制度が変わっても，それで最初に総選挙が

実施されるのは 96年になってからであり，しかも制度の効果を政治家と有権者がともに

学習するにはさらに時間がかかった.

今日のわれわれは，昨年 2005年の小泉純一郎首相による衆議院の解散と総選挙におけ

る自民党の勝利の経緯を知っている. 93年の時点では自民党内で従来の中選挙区制を支

持し，小選挙区制の導入に強く反対していた小泉が首相になり，政党幹部に公認候補者決

定の権限が集中する小選挙区比例代表並立制の特徴を最大限に生かして在勝を遂げる.こ

れを多少とも普相のリーダーシップの強化と見るならば，そこまでに 10年余りの歳月が

費やされているのである.あたかも敗戦から 55年体制の成立までの時間に相当する.

話が先に行き過ぎたので，元にもどし，日本の安全保障政策をめぐる議論に密接に関わ

る部分の政治改革の政治過程を見ることにしよう.注目されるのは，まずやはり小沢一郎

の政策展開である.小沢の著書『日本改造計画jが世に出るのは 93年 5月である.論壇

では，雑誌 f世界jに「平和基本法」制定の「共同提言」が載り，北岡伸一が「安全保障

基本法」の制定を言うのとほぼ同時期であり，しかも政治改革をめぐって自民党の分裂が

起こる産前の，小沢にとってはグッド・タイミングだ、った.

すでに述べたように，強いリーダーシップの確立を求める小沢の政治改革の主張が展開

されるきっかけになったのは湾岸危機だった. r90年の湾岸戦争は日本にとって苦い教訓

だ、った」と小沢はこの本で述べている47) ここでは彼の政治改革構想を記した第一部には

触れずに，安全保障の問題を直接論じた第二部「普通の国になれjから重要な部分を抜き

きしよう.小沢はこう述べる. r私は現在の憲法でも，自衛隊を国連待機軍として国連

に提供し，海外の現地で活動させることができると考えている.その活動はすべて国連の

方針に基づき，国連の指揮で行われるのであり，国権の発動ではないからだJ.それにし

ても， r現行憲法には国際環境への対応に関する明確な規定がないJ.そこで彼は第九条に

次のような第三項を付け加える案を提示する. rただし，前二項の規定は，平和創出のた

めに活動する自衛隊を保有すること，また，要請を受けて国連の指揮下で活動するための

46) 佐々木毅 f細川政権とは何だったのかJr中央公論j1994年6月号.

47) 小沢一郎『日本改造計画j(講談社， 1993年) 33頁.
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国際連合待機軍を保有すること，さらに国連の指揮下においてこの国際連合待機軍が活動

することを妨げないJ.条文の修正でなく，追加という提案は卓抜だ、った.

あるいは， Iもう一つの案として，憲法はそのままにして，平和安全保障基本法といっ

た法律をつくることも考えられる.基本法には，すべての主権国家に国有の権利として，

日本が個別的自衛権を持ち，そのための最小限度の軍事力として自衛隊を持つこと，また

閤連の一員として平和維持活動に積極的に協力し，そのために国連待機軍を持つことを明

記するJ48)• 

小沢はアジア諸国の抵抗感を考慮して， I国連待機軍を自衛隊とは別に組織する方が，

当面の政策としては現実的であろう」とさえ述べている49) 以上を見る限り，北関伸一の

「安全保障基本法J構想、はもとより， r世界Jの「平和基本法j制定の「共同提言」とも

なる部分は大きい.これでどうして広範なコンセンサスができなかったのか，不思議なぐ

らいだ.あるいはそうした「基本法」の制定をめぐって，もっと賛否の議論が高まってい

れば，結果として政府の安全保障政策は市民社会の確かな支持を得られただろう. しかし

ながら，当時においてそれは得られなかった.

もちろん，小沢の本が公刊された時点で， PKO協力法はすでにできていた.そのとき

には社会党は猛烈に反対したが，現実は少なくとも PKO協力法の制定までは進んだ.し

かし，小沢は PKO協力法の不備を指摘する.すなわち，停戦の合意が破られたときなど

は日本の判断で撤収できることになっているが，それでは日本政府に指揮権があるかのよ

うに思われ，国連の指揮下に置くことにならないというのだ50) ここは議論が分かれると

ころだろう. しかし，小沢の方が徹底しているとも言える.問題はその先にある.

すなわち，小沢がそれほどまでに言う国連とは果たして実体があるのだろうか.確かに

湾岸危機の時は多国籍軍が編成され，武力行使を容認する安保理の決議も採択された.だ

が，将来において常に同様のことが担保される保証はどこにあるか(現に 2003年 3月の

イラク戦争開戦のときには国連決議はなく，アメリカは露骨に単独主義にふるまった). 

小沢は「アメリカとの共同歩調こそ，百本が世界平和に貢献するための最も合理的かっ

効率的な方策なのであるJと述べる51) I外交に関する私の一つの信念は，アメリカとの

緊密な同盟関係を維持することである」とも言っている52) しかし，そうだとするとどう

なるか.前にも述べたが 国連を無視してアメリカが単独主義に踏み切ったとき， 宮本は

どうするのか.加えてアメリカが必ずしも双務的でない日米安保条約を盾に， 日本に協力

48) 同右， 122-25頁.

49) 同右， 135頁.

50) 同右， 135-36頁.

51) 向右， 117頁.

52) 向右， 33頁.
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を迫った場合，拒否できるのか.こうしてみると，小沢の歯切れのよい関連待機軍を国連

の指揮下に送るという構想も，依然としてあいまいな点を残していたことがわかる.すな

わち，時本に閤有の外交・安全保障政策の思想が必要だ、ったのだ.

さしあたり非自民の細川連立内閣ができたときの政策調整では， I連立政権は，わが国

憲法の理念及び精神を尊重し，外交及び防衛等国の基本施策について，これまでの政策を

継承しつつ，世界の平和と軍縮のために責任及び役割を担い，国際社会に信頼される国づ

くりを行う」とされた53) 憲法や軍縮への言及はあるが，要するに「これまでの政策を継

承jであり，非自民にしては新鮮味に欠けた.それとても，小沢の当初の要求は「維持J

であり，社会党は「尊重jだ、ったのを， 4自聞かけて「継承」になったという 54)

政治改革は政界再編を伴っており，その間，新しい政党の離合集散が激しかった.新し

く誕生する政党は，他の諸政策と同様に安全保i嘩政策についても独自のものを掲げたが，

それらは必ずしも確定的なものではなかった.個々の有力な政治家は確定したものを持っ

ていて，それらの組み合わせで決まるということでも必ずしもなかった.彼らの各々にし

てからが，多分に流動的な要素を持っていたのである.上述の小沢の場合もそうだ、ったと

うべきである. 97年末の新進党解党後に小沢グループは自由党を名乗り，まもなく自

民党と連立して 99年に周辺事態法を成立させるが，その連立も解消されて，今度は民主

党に吸収合併される過程がそれを示している55)

日米安保維持の保守である自民党と憲法擁護の革新である社会党が，冷戦の終罵によっ

てともに流動化したとき，そこでのアマルガムからいかなる安全保障政策の選択肢が出て

来うるかというと，一つはやはり小沢の「普通の医IJ路線であり，もう一つは軽武装国家，

新党さきがけの武村正義の言葉を使えば川、さくともキラリと光る国J56)だった.皮肉な

53) この時期に結成された新しい政党の結党宣言や連立政権の合意文書は，朝日新聞政治部 f政界再編.1 (朝

日新開社， 1993年)に資料として収められている.なお，拙著『政治家の日本語j(平凡社新書， 2004年)

88-96真も参照.

54) 平野貞夫 f日本を呪蒋ーした八人の政治家.1 (講談社， 2003年)78真，前掲拙著， 90頁参照.

55) 樋渡由美は 90年代の日本の安全保障政策の変化を，間際的要因からではなく，日本圏内の各政党の政策

を f独立変数」として説明することを試みている (1政権運営一政党行動と安全保障ー」樋渡展洋，三浦ま

り編『流動期の百本政治j東京大学出版会， 2002年，所収).すなわち，自社さの連立政権では日米安保再

定義の裏側で普天間基地返還の合意が見られたのに対し，その後の自白連立では周辺事態法が成立した.自

民党を中心にして保革連立ではよりハト派的，保保連立ではよりタカ派的な政策が実現されたと見るのであ

る.しかし，私見によれば，周辺事態法の成立時には自由党として存荘した小沢グループは， 93年当時は

非自民の連立を，そして 03年以後は民主党への吸収合併(樋渡論文の発表はこれ以前だが)を選択してい

るのであり，小沢そのものを不変の「独立変数jとみなせるかどうかは疑問である. 2006年4月，小沢が

民主党代表に就任したのをきっかけに， r日本改造許麗jが内容を改めずに復刊された.開時に刊行された

証言の中で小沢は日米同盟よりも国連を重視するかのような発言をしている(五百旗頭真他編 r90年代の

証言 小沢一部 政権奪取論』朝日新開社， 2006年， 188貰).従来の姿勢が貫かれていると思われるが，

彼が政権を取ったときにどうなるかはわからない.

56) 武村正義 f小さくともキラリと光る国・日本.1 (光文社， 1994年). 
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ことに，両者はともに細川連立政権の与党になる.二つの立場の止揚もありえぬことでは

なかったかもしれない.たとえば，当時日本新党を率いた細JII護照は 93年4月刊行の著

書で，自分たちは f従来からの一部自民党の第九条を削除していわゆる“普通の国"にな

ろうという改憲論とも違うし，また，平和憲法の名の下に，一国平和主義に安住し国際的

活動への人的貢献は好ましくないと考えている多くの野党陣営とも異なる」と述べている.

その上で，やはり「条文を付加することによる憲法改正を主張するjと言うのだ、った57)

ここでは意図的にか，いくつかのものが混同されている. I普通の国」が小沢路線なら

ばそれは第九条削除論ではないし，むしろ自分たちの条文付加路線に近いはずである.ま

た，この時期の日本新党は武村や田中秀征の新党さきがけと密接な連携関係にあったこと

を思い起こせば，細川は武村や田中の「小国主義」路線に対しでも理解があるはず、だ、った.

細川は両者の止揚を考えつつ，思い悩んだのかもしれない.そして，政界再編の行く末と

同様に，結局は小沢路線を選択したと見るべきかもしれない.その代わり，さきがけの

「小国主義Jは，日本が国連安保理の常任理事国に立候補することにあくまでも反対する

という形で純粋化した58) 惜しむらくは，その立場が，従来の社会党の非武装中立政策に

代わるほどの広がりを，この時点で持ちえなかったことだろう.新党さきがけは政治過程

に琴星のように登場し，そして消えて行った.

非自民の細川，羽田孜内閣に代わった自民，社会，新党さきがけの村山内閣は， I自衛

隊と日米安全保障条約を維持し，近隣諸国間の信頼醸成活動に力を入れつつ軍縮を進め

る」という合意事項を作成した59) 社会党にとっては画期的でも，これではしかし従来の

自民党とほとんど変わらない.仮にそれまでの百本の安全保障政策が自民，社会両党の意

図せざる合作の結果であり，あたかも自民党がアクセルで社会党はブレーキだったのだと

しても，それでは冷戦の終罵を受けて連立を組んだ両党が，ともに手を携えていかなる速

度でどこへ向かうのかについては，十分な説明がなされなかったと言わざるをえない.

こうしてひとまず政治改革の政治過程は， 1993，例年の段階では，政治的リーダーシ

ップの強化についても，新たな安全保障政策の提示についても，明確な解答を出せずに終

わったのである.

57) 細川護照編『日本新党・責任ある変革.1 (東洋経済新報社， 1993年) 19-20頁.

58) 武村，前掲書， 183頁以下，田中秀征 fさきがけと政権交代.1 (東洋経済新報社， 1994年) 202頁以下，

前掲拙著， 97-102頁参照.

59) 日本経済新聞社編打連立政権」の研究.1 (日本経済新聞社， 1994年) <資料編)190頁，前掲拙著， 93-

96頁参照.
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4. 95年の思想、

1995年は戦後初年百の年だった.それは前からわかっていた.だが， 95年 1月と 3月，

予期せぬ出来事が相次いで日本を襲った.阪神・淡路大震災とオウム真理教による地下鉄

サリン事件である.そして，この二つの出来事は多くの人々を震搭させ，改めて市民社会

の安全とは何か，それはいかにして確保されるのかという問題を突き付けた.

阪神・淡路大震災に捺して，社会党の村山首相を仰ぐ政府の危機管理体制や初動の対応

には不備が目立った.そのことについて，科学史家の米本昌平は次のように言っている.

「閣の初動の遅れに対して，伝統的な保守派は『自衛隊を正当に扱ってこなかったつけj

と主張し，左派は『これが危機管理体制のとめどもない強化につながる危険Jを指摘した.

しかしこの旧来型の反応は双方とも，当初からどこか時代遅れの雰囲気を漂わせていた.

むしろ震災を契機に確認できたことは，自衛隊に対する一般のわだかまりはとっくになく

なっていたこと，そして，自衛隊の幹部がその能力と法的権限とをよくわきまえていたこ

とであるJ60)• 

米本によれば， 11坂神大震災は，戦後日本の精神構造を非常に深いところで変えてしま

ったJ.人々の安全保樟に対する思想的態度の変化が起きたのだ.それにはもはや軍事的

意味だけでなく，テロ対策，保鰭衛生，環境保全，そしてとりわけ地震のような自然災害

からの安全確保が総合的に合まれるようになった.住本の社会は他の先進諸国と同様に，

そうした事柄に取り組むための成熟度をすでに有しているというのが米本の認識だった61)

周知のように，阪神・淡路大震災をきっかけに多くのボランティア活動が行われ，日本

における市民社会の存在が確かめられた.後に長野県知事になる田中康夫は大阪のホテル

に泊まってバイクで物資を神戸に送り届ける日々を続け， 1出来ることを出来る範囲で行

なうのがボランティアなのだと思う.そして，阪神大震災とは，イデオロギーに関係なく

人々がボランテイアし得た，初めての契機となるのではないかJと述べている62)

地震がともかく自然の災害だとすれば，宗教教団による無差別テ口は市民社会に対する

攻撃であるとともに，市民社会に潜む心の閣を知らしめる事件でもあった.この事件の被

を取材した作家の村上春樹は，本稿の視角から見てきわめて重要な指捕を残している.

60) 米本昌平「震災が切断した戦後精神史Jr中央公論，]1995年 4月号.同 f知性学のすすめ，] (中央公論社，

1998年)には， r阪神大震災と安全保障概念jと改題されて，収録されている.

61) 同右。

62) 田中康夫『神戸震災日記.1 (新潮文庫， 1997年) 17頁.この部分の初出は f道関 SPAU1995年 2月 15

日号.
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「人は，物語なしに長く生きていくことはできない.物語というものは，あなたがあなた

を取り込み限定する論理的制度(あるいは制度的論理)を超越し他者と共時体験をおこ

なうための重要な秘密の鍵であり，安全弁なのだからJと村上は言う.オウム真理教の麻

原彰晃は，それがどんなに荒唐無稽でも，教団のメンバーに一つの物語を提供した.それ

に対して， r我々が平常時に〈共有イメージ〉として所有していた(あるいは所有してい

たと思っていた)想像力=物語は，それらの降って湧いた凶暴な暴力性に有効に括抗しう

る価値観を提出することができなかったJ63)• 

もちろん村上も多くの人々が事件に対して誠実に勇敢に対応したことを認める. しかし，

あのような犯罪に対する備えが総じて社会の側に欠けていたこと，それのみならず事件に

必要な調査・分析を加えて，そこから今後の教訓を引き出すことも必ずしも十分ではない

という事実がそこにはあった64) 何よりも求められたのは危機管理のさまざまな方法とい

うよりも，自々の市民社会の営みを思想的に支える市民の物語だったのではあるまいか.

ちなみに，この 1月と 3月の出来事の直後に，東京都民は青島幸男を，大阪府民は横山

ノックをそれぞれ知事に選出している.東京都の場合，対立候補はあの北朝鮮の核開発疑

惑のときに事務方の内閣官房副長官として官邸の孤塁を守った石原信雄だ、った.この結果

をどう考えたらよいか.青島の公約は鈴木俊一前知事が推進した世界都市博覧会の中止だ

ったが，有権者が求めたのは自分たちが知事を選ぶという手ごたえではなかったか.

そうした観点に立っとき，経済学者の伊丹敬之が，現下の日本が直面しているのは「安

全保障不況」だとみなし， r日本の安全保障のシナリオを作るのは，基本的には政治の役

割である.国家の方向づけの問題である.その政治に対して，不信感がある.頼りなさが

ある」と述べたのは注目される.そうしたシナリオがなぜ必要かと言えば， r第一に，安

全保障の不安が日本の企業と消費者の両方にたいして，経済活動のためらいを生む.その

ために投資需要と消費需要の顕在化が妨げられる.第二に，日本の安全保障のシナリオの

なさ，弱さは，日本を国際的にあいまいあるいは弱い立場に置き，国際的な国家間競争や

摩擦での日本のオプションをせばめ，弱くするJからである.伊丹によれば，戦後の日本

はこれまでに 50年代半ばと 70年代半ばの二度の停滞を経験して来たが，後者が石油ショ

ックを克服する経済的存立基盤の問題だったのに対して，当面する 90年代半ばのそれは

50年代半ばと同様に日本の安全保障の不透明きに由来する.そこで， r第二の『六O年j

が来る必要があるJと言うのである65) 60年安保の記憶が呼び起こされているのである.

市民社会による政府の役割の再設定，本稿の視角から言えば，社会契約の結び産しが求め

63) 村上春樹『アンダーグラウンド.1 (講談社文麿， 1999年)750， 766頁.

64) 向在， 766頁以下.

65) 伊丹敬之 ir安全保障不況Jの日本Jr中央公論.11995年 9月号.
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られていたと解釈される.

さて，阪神・淡路大震災とオウム真理教事件は期せずして戦後 50年を酉するものとな

ったが，この節目の年はまたわれわれの歴史認識の問題をも浮かび上がらせた.ここでは

まず戦後 50年の出会決議と， 8月 15日の村山首相談話を見ょう.

戦後 50年を契機とする国会決議の採択は，自社さの連立政権が発足するときの合意事

項だ、った.しかし実際に文案の作成を始めてみると各党の見解の相違は埋めがたく，結

果はきわめてあいまいなものになった.ポイントになるのは， r世界の近代史における数

々の植民地支配や侵略的行為に思いをいたし，我が国が過去に行ったこうした行為や他国

民とくにアジアの諸国民に与えた苦痛を認識し，深い反省の念を表明するJという部分で

ある66) これでは世界の国々がしたことを日本もしたにすぎないと言っているようなもの

である. 6月9自の衆議院本会議の採決では，野党の新進党のみならず与党からも大量の

欠席者が出た上に，肝心のアジア諸国の理解も得られなかった.

その後の終戦記念日に関議決定の上で発表された村山談話は， rわが閣は，遠くない過

去の一時期，国策を誤り，戦争への道を歩んで悶民を存亡の危機に陥れ，植民地支配と侵

略によって，多くの国々，とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えま

した.私は，未来に過ち無からしめんとするが故に，疑うべくもないこの歴史の事実を謙

虚に受け止め，ここにあらためて痛切な反省の意を表し，心からのお詫び、の気持ちを表明

いたしますJと述べた67) これは今日の小泉内閣に至るまで，日本政府の公式の見解とし

てアジア諸国の一定の理解を得るものとなっている.

ここで注目されるのは，この談話が上記の引用の前に， r敗戦後，日本は，あの焼け野

原から，幾多の関難を乗りこえて，今日の平和と繁栄を築いてまいりました.このことは

私たちの誇りであり，そのために注がれた国民の皆様一人一人の英知とたゆみない努力に，

私は心から敬意の念を表するものであります.ここに至るまで，米国をはじめ，世界の国

々から寄せられた支援と協力に対し，あらためて深甚な謝意を表明いたしますJという記

述を持つことである68) つまり，日本の「今日の平和と繁栄Jに対する「誇りJが先に述

べられ， r米国Jだけが特に名指しで感謝された後に， rアジア諸国の人々Jに対する「痛

切な反省jが出る組み立てになっている69) この文章の運び方は， 95年から段階的に発

され， 97年に単行本となった加藤典洋の『敗戦後論jを思わせるものがある.次に，

この本と，その周辺に存在した諸問題について一瞥しておきたい.

66) r朝日新聞j1995年 6月 10日，前掲拙著， 102-08頁参照.

67) r朝日新聞j1995年 8月 15日夕刊.

68) 向右.

69) 前掲拙著では，この点は指摘したにとどまり，十分に論じることができなかった.
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加藤典洋の議論は，日本国憲法の平和主義と民主主義はアメリカの軍事力を背景に他律

的に押し付けられたものであり，そこには「ねじれ」と「汚れJがあるというものだ.

「ねじれ」と「汚れjの意味は重なるようにも思えるが，さしあたり前者は軍事力による

平和主義の強制のような逆説のこと，後者は戦争で生き残った人が結果として死んだ仲間

を裏切ることと理解しておこう.加藤は占領下の憲法制定について，美濃部達吉や津田左

右吉や中野重治や太宰治らの人々はそれが「ねじれJを含んでいたことを理解していたと

う70) これはナショナリズムの発露を最優先に置く考え方で，もし平和主義や民主主義

の追求を優先させれば評価は異なると思われる.しかし，そうすると，加藤によれば，天

皇の命令で、戦って亡くなった人々を見捨てることになる.

見捨てないためには， I日本の三百万の死者を悼むことを先に置いて，その哀悼をつう

じてアジアの二千万の死者の哀悼，死者への謝罪にいたる道」を編み出さなければならな

いと彼は言う 71) これに対しては，直ちに， Iなぜその『侵略者』への f哀悼』を，被害

者への f哀悼』ゃ f謝罪Jの『先に置く』ことを求めるのか」という批判も寄せられよ

う72) Iねじれ」とか「汚れ」という否定的な言葉には留保を付けたいと思うが，加藤の

趣旨はおそらく戦争中と戦後を一貫する「われわれJ(それを「国民Jと呼ぶことを加藤

は回避しない)という主体を立ち上げなければいかなる行為も意味をなさないというとこ

ろにあったと思われる.ここでも，あえて言えば戦後史の物語が求められていた.

歴史認識の問題に関しては， 95年 7月に藤岡信勝らによって「自由主義史観研究会」

が作られ， 96年 12月に「新しい歴史教科書をつくる会jに発展した.ここで，その活動

の内容を詳しく述べることはしない.ただ当時ある座談会で，小森陽ーが「つくる会」の

歴史認識を批判する立場からそれを， Iバブル経済が崩壊し，政治的には五五年体制が崩

れ，経済大国E本の国家と国民をめぐる大きな物語が崩れて，誰も新たな物語を提示でき

ない中で，過去を読み換えることによって物語らしきものを再編成Jする試みとして位置

付けている 73)ことを紹介しておきたい.藤岡らの試みは，一例を挙げれば， I日本は…必

死で西洋文明の導入に努めたjとか「明治の日本人はどんなにか心細かったであろうJと

いう記述74)に見られるように，日本国家を擬人化しそれに激しく感情移入する観点から書

かれていた.けれども，すべての物語は不用であり，脱構築されるべきであるのか.戦後

70) 加藤典洋「敗戦後論Jr敗戦後論.1(ちくま文庫， 2005年)特に 16，30， 39…43， 46， 47頁など.この論
文の初出は『群像j1995年1月号.

71) 同右， 84頁.

72) 高橋哲哉日雪辱の記憶をめぐってJr戦後責任論j(講談社学術文庫， 2005年) 215頁.この論文の初出
は『群像.11995年3月号.

73) 成田龍一他「対話の回路を閉ざした歴史観をどう克瓶するか?J r世界.11997年 5月号.

74) 西患幹ニ他 f新しい歴史教科書(市版本).1 (扶桑社， 2001年) 184頁.

93 



特集 1990年代田本の思想変容

史は，そして，日本の民主主義の控史は，いかに書かれるべきなのか.われわれはやはり

歴史に意味を付与する誘惑から逃れられないように思われる 75)

結.再定義と新展開

ここまでの叙述は 1989年に発し， 90年代半ばまで到達している. 90年代日本の思想変

容というテーマからすれば，ょうやく半分を終えたにすぎない.しかしながら，この後，

時代は反転する.日本経済は回復の兆しを見せたかに思われ，それを頼りに 97年4月か

らの泊費税率の 3%から 5%へのアップや橋本内関の財政構造改革が行われるのだが， 11 

月の北海道拓殖銀行の破綻や山一諮券の自主廃業などの相次ぐ金融危機を背景に再び一気

に落ち込む.財政政策に関する政治の決定構造の変化も，安全保障政策に関するそれとい

わばパラレルの道を歩み，リーダーシップの強化はなかなか達成されないのだが，経済領

域はここでは論ずべき事柄ではない.ここで注目されるのは，日本の安全保障政策に関す

る分野で， 90年代後半にあたかも時計の針を巻きもどすかのような現象が起きたことで

ある.そして，そうしたプロセスは，本稿でこれまで追跡して来たような議論の流れを

時的に見失わせる効果を伴った.

その経緯76)をまず簡潔に示すと， 96年 1月に村山に代わって首相の座に就いた橋本は，

2月に訪米してクリントン大統領との会談で沖縄の普天間基地の返還を話題にし，クリン

トン訪日を控えた 4月 12日，モンデール大使との共同記者会見で，米軍戦力の維持を前

提に 5年から 7年以内の間基地の返還を発表した.この「返還jは現実には「県内移転」

にすぎず，その後今日まで移設案をめぐって事態は紛糾するのだが，基地返還のインパク

トは大きかった.引き続き 14日にはペリー国防長官との会談で 78年策定の rB米紡衛協

力のための指針(ガイドライン)Jの見直しに用意する.これらを踏まえて 17Bのクリン

トン大統領との日米首脳会談で， r日米安全保障共同宣言」に署名がなされるのである.

ちなみに，新ガイドラインはそれから 1年半後の 97年 9月に策定された.

「日米安保共同宣言」では， r米国が引き続き箪事的ブレゼンスを維持することは，アジ

ア太平洋地域の平和と安定の維持のためにも不可欠であるJとの認識が示され，約 10万

75) 小熊英二は網野善彦との対談で，すべての歴史叙述はその受容を含めて考えるとき， r物語Jの機能を果

たすことを指摘している.網野は「学問jと f物語」を峻別するが，本稿の立場は小熊に近い.小熊 f対話

の回路j(新曜社， 2005年) 178貰以下.

76) 日米安保再定義の政治過程については，外岡他，前掲書，第 9章(本田執筆)，前掲，船橋洋一 f同盟漂

流j，前掲『近代日本総合年表(第四版)jを参照.r日米安保共同宣言」と新ガイドラインは，外岡他，前

掲書に資料として収録されている.
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人の兵力の維持が明言された.ここで従来の日米安保条約における「極東Jに代わって

「アジア太平洋地域Jが頻繁に登場することが重要である.そして， 78年のガイドライン

の見直しが改めてうたわれ， I両首脳は，日本周辺地域において発生しうる事態で日本の

平和と安全に重要な影響を与える場合における日米関の協力に関する研究をはじめ，日米

間の政策課整を促進する必要性につき意見が一致した」と述べられた.これを受けて， 97 

年の新ガイドラインでは， I日米同盟関係の基本的な枠組みは，変吏されない」とされな

がら， Iこの指針の呂的は，平素から並びに日本に対する武力攻撃及び周辺事態に際して

より効果的かつ信頼性のある日米協力を行うための，堅固な基礎を構築することである」

と規定された.これが小潟内閣での 99年の周辺事態法並びに小泉内閣での 03年の武力攻

撃事態法などの有事法制の制定につながるのである.すなわち，日本の安全保障政策の中

心は改めて日米安保体制に置かれることになったわけだ.

もとよりここに至るまでには，さまざまな要因があった.日本側にはまず冷戦期の 76

年に作られた「紡衛計画の大綱jを見直す動き(新大綱制定は 95年 11月)があり，細川

内閣が発足させた「防衛問題懇談会J(樋口広太郎座長)は，羽田内閣を経て村山内閣に

なった例年 8月に「日本の安全保障と防衛力のあり方Jと題するリポートを提出した.

そこには日米安保体制の充実に先立つて「多角的安全保障協力の促進」の言葉があり，そ

れは具体的には冷戦の終罵を受けた国連協力だった.一方，アメリカ側では 94年 9月に

ハーバード大学の国際政治の教授を務めたジョセフ・ナイが国際安全保障問題担当の国防

次官補に就任する.そのナイのイニシアテイブによって， 95年 2月に国防総省の「東ア

ジア戦略報告J(通称ナイ・リポート)がまとめられるのである.そして，これが上述の

「日米安保共同宣言」の土台となった.日米安保の「再確認」もしくは「再定義」と呼ば

れる試みである.

時期的にはあたかも細川，羽田，村山と自民党でない首相の内閣が続いていた. しかも

93年から 94年にかけては北朝鮮の核開発疑惑をめぐる緊張が，さらにこれは「共同宣

の直前だが， 96年3月には台湾での初めての総統選挙に合わせて中国が台湾周辺の

海域でミサイル発射実験を行うという出来事も発生した.アメリカ側から見て， また連立

政権の行方を見守っていた日本側の外交・防衛官僚にとっても，状況が「同盟漂流j77lと

して受けとめられたとしても無理はなかった.加えて， 95年 9月に沖縄で 3人のアメリ

カ兵による少女暴行事件が発生し，沖縄県民の米軍基地並びに E本政府に対する怒りは頂

77) ナイたちアメリカ側の見方については，船橋，前掲書， 254真を参照.なお，日本の「田民は『有事j

を考えるより f祈り Jに逃げたかった」ことについては， 321頁， I九三年から開断なく続く政治の空白j

については 323頁，日米同盟に対する市民レベルでの関心は薄く， I事務方向盟Jと邦検されたことについ

ては， 495頁を参賠.
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点に達した.そうした中での「日米安保共同宣言」であり，そこに特に沖縄について「米

軍の施設及び区域を整理し，統合し，縮小するために必要な方策を実施するJとうたわれ

たゆえんだ、った.

それでは，以上の経緯は国内的にはどのような議論を呼び起こしたか.r世界』の 96年

7月号は「新日米安保体制とは」という特集を組んでいるが，そこで水島朝穂は， I厳格

な平和主義条項をもっ日本国憲法は，有事法制を含む軍事・非常事態法制の存在それ自体

を規範的に遮断・否定している. r極東有事』で検討されている内容は，武力行使と一体

化ないし密接不可分かどうかを関わず，米軍の戦力構成に不可欠な兵苅部門を担うという

だけで違憲であり，許されないJと述べている78) つまり，明らかに議論は冷戦期のそれ

に近いところまでもどってしまった.日米両政府が日米安保の再定義を進め，日本側がそ

れに合わせて周辺事態法と有事法制の制定へと至る道のりは，それを批判する勢力の理論

的根拠を冷戦期のそれと同様のものに引きもどしたわけである.ここで注目するのは，い

かなる外敵や紛争が想定されているかの違いではなく，日米安保体制に反対する立場の思

考方法の連続性である.だから， I周辺事態Jとは何を指すのかをめぐる議論，政府のそ

れは地理的な概念ではなく，事態の性質に着目するものだという説明は， 40年前の安保

改定に際しての「極東の範囲jをめぐる議論の再現となった.

前田哲男は，同じ特集の中で， I日米安保共同宣言Jにおいて従来の「極東Jが「アジ

ア太平洋地域」に変更されていることについて，かつての講和，安保改定，沖縄返還なみ

の国民的議論が必要なのに，それがないことへの懸念を表明している79) 前回の指摘はも

っともであり， I共同宣言Jは確かに在米安保条約の対象領域の拡大並びに後方支援とい

う形での米軍に対する協力の拡大なのだが，それに反対する論拠は要するに反米と言うに

尽きる.日本の安全保障政策が果たして従来のままでよいのかという問題意識はどこへ行

ったか. r世界jは翌 97年中にも日新安保翼賛体制jの成立?J (6月号)という特集を

組み，さらに「新ガイドラインって何だ?Jと題する別冊を出しているが (10月)，それ

らを貫く基本的なトーンは上に紹介したのと同じである.

同時期の f中央公論Jには目立った論稿はないが，その中で注目されるのは当時外務省

北米局の審議官だ、った田中均の寄稿である80) 田中は冒頭で， I行政官が個人的意見を発

表するということは本来好ましいことではないかもしれないJと断っている.あえてする

のは，安全保障政策については「充分な国内論議を経た国内的コンセンサスかあることが

ましいJからである.田中によれば， I地球規模の戦争の引き金となる恐怖により抑圧

78) 水島輯穂日有事法制Jとは何かJr世界j1996年 7月号.

79) 前田哲男，竹田いさみ「アジア太平洋に多間間安保は可能か」同右.

80) 田中均「新時代の日米安保体制を考えるJr中央公論j1996年 12月号.
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されてきた局地的紛争の芽は依然として存在するばかりか，むしろこれが顕在化する危険

は増えたJ.それに対して， I社会党の変化により，状況は大きく変わった.今や国内的に

はタブーのない議論が可能となっているJ.しかし， I一方で、は…米軍への基地の提供が不

安定化するという事態となっているJ.それが特に国土の 0.6%に75%の米軍基地が集中

する沖縄の問題であることは言うまでもない.

こうして田中は，米軍の前方展開はアメリカのためにもなるのだから決して日米安保条

約は片務的ではないし，今や東西対立に代わってアジア太平洋地域の安定が課題であるこ

を，その上で戦略と基地を吟味することを前提に， I危機が発生した周辺地域からの諸国

民の退避輸送や難民の収容といった事項は，安保条約の権利義務に直接係わることではな

いJが，行うべきだと提言し，向時に国内体制の整備も進めるべきだと主張する.加えて

米軍基地の整理，統合，縮小は日米の共同作業であることが強調される.田中のこの認識

が，その後の周辺事態法と有事法制の制定に向けて，強力なエンジンとなったことはまち

がいない.

田中はこの論文で，何が集団的自衛権の行使に当たるかという議論ではなく， I日本と

しての主体的判断Jが必要だ、と述べている.周辺事態法は 99年 5月に成立するが，その

際の政府の国会答弁を聞いた西原正は「我々に同盟を守る気概があるのかJと以下のよう

に聞いただしている.ときあたかも民族浄化を企てるユーゴスラビアに対して NATOの

空爆が行われた直後だった. I国会で激論の的となった f周辺事態Jとは，今回のコソボ

問題の場合，ユーゴ空爆のための拠点基地を提供したイタリアや大量難民を短期間のうち

に抱えたアルパニア，マケドニアなどの周辺国が直面した事態、に相当する.もし朝鮮半島

で大規模な紛争が起きれば，沖縄や本土の基地はイタリアのアピアノ空軍基地の役割を果

たすことになる.また大量の難民が朝鮮半島から日本海に出れば，日本は人道上も安全保

障上もこれら難民を救出しなければならない. NATO諸国は難民支援のため大規模の箪

隊を派遣した.これだけの覚悟をしておかなければならないJ81)• 

しかしながら，日米安保の再定義をめぐる国内の議論は必ずしも活発にはならなかった.

周辺事態法の制定と前後して国旗・国歌法，通信傍受法，改正住民基本台帳法などが成立

し，それらを推進した自民，自由，公明の連立政権(正式な発足は 99年 10月)に対して

は， r世界』も「ストップ!自白公暴走Jを掲げた緊急増刊号を出すなどしたけれども，

対決の構図はかえって冷戦の時代と変わりばえがしないものになった.いわゆる自自公は

衆議院でこそ 357議席を占める巨大与党だったが，小別内閣にとってはそもそも参議院で

過半数を確保するためのいわば苦肉の策だった.

81) 西原正「我々に同盟を守る気概があるのかJr中央公論j1999年 8月号.
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そうした中で，この時期に主に『中央公論Jを舞台に活躍した論客の一人に寺島実部が

いた.寺鳥は「柔らかい総合安全保障論の試み」と題して，在日米軍基地の縮小と多国間

地域安保への段階的移行を提言した82) 彼によれば，世界でも米海軍が「独占的な優先利

用権jを有するのは横須賀，佐世保とキューバのグアンタナモのみというほど，そもそも

百本の基地は特異なものである. したがって，まず「日米地位協定Jを INATO軍地位

協定・ボン補足協定Jなみに改定すべきである.その上で，当時 64億ドルの駐留米軍経

費の自本側負担分を「二O年白でゼロとすることを白標に基地縮小を目指すのはどうかJ

と提案する.ここではそうした具体案の妥当性が問題なのではない.寺島の提案の背景に，

「百本が独立国である限り，どんなに時間をかけても外国の軍事基地を日本の主権性の中

に解消すべきであり，基地を縮小しながら日米の紡衛協力を継続進化させることは可能」

だという開題関心のあることが，中長期的な展望として注目されるのである.

こうしてさまざまな立場から， I主体的判断Jや「気概」や「主権性」が求められたけ

れども， 90年代後半の自本において安全保障をめぐる活発な国民的議論は起こらなかっ

た.世紀をまたいで， 2001年の 9月 11B，アメリカ，ニューヨークでアルカイダにハイ

ジャックされた二機の旅客機が相次いで、世界貿易センターピルに激突する光景が展開され

たとき，日本国民は冷戦の終罵と湾岸危機以来の新たな日本の安全保障の方法を求める宿

題が，決して果たされていないことを知ったのである.だが，それを検討するためには，

稿を改めなければならない.

82) 寺島実郎「柔らかい安全保障の試みJr中央公論j1998年 1月号.同『国家の論理と企業の論理j(中公

新書， 1998年)では， 156…59頁.
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